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成田市防犯まちづくり推進協議会公募委員募集要項 
 
１ 公募の趣旨 

成田市防犯まちづくり推進協議会は、市長の求めに応じて、防犯まちづくり推進計画の

策定、進捗状況、ほか防犯まちづくりに関し必要な事項を調査審議する附属機関であるが、

現委員の任期が令和７年１０月４日をもって満了となることから、次期委員を選任する

にあたり、市民からの幅広い意見を反映させ、開かれた市政を推進するため、市民委員を

公募する。 
 
２ 公募委員の人数 

２人 
 
３ 応募資格 

防犯まちづくりに関心があり、次に掲げる要件を満たしている者とする。 
(1) 成田市に在住する１８歳以上７５歳未満の者（令和７年１０月５日現在） 
(2) 成田市の他の附属機関等の委員に選任されていない者 
(3) 成田市議会議員又は成田市職員でない者 
 

４ 任期 
令和７年１０月５日から令和９年１０月４日まで（２年間） 

 
５ 会議の開催予定 

年２～３回 
 
６ 応募方法 

「公募委員応募申込書」に以下の必要事項を記入して、持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、

電子申請のいずれかで交通防犯課へ提出することとする。なお、募集期間は令和７年６月

１５日（日）から７月１８日（金）（必着）までとする。 

(1) 住所 

(2) 氏名 

(3) 性別 

(4) 生年月日 

(5) 電話番号 

(6) 職業、勤務先または学校名 

(7) 応募動機（４００字以内） 
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７ 申込用紙等必要書類について 
交通防犯課窓口において配布並びにＷｏｒｄファイル及びＰＤＦファイルの形式でダ

ウンロードできるよう市ホームページに掲載する。また、電子申請については、広報なり

たや市ホームページにＱＲコード及びＵＲＬを掲載する。 
 
８ 公募にかかる周知方法 

広報なりた６月１５日号及び市ホームページへの掲載により周知する。 
 
９ 選考方法 

成田市防犯まちづくり推進協議会公募委員選考委員会を設置し、書類審査及び面接に

よる選考を行う。なお、選考にあたっては附属機関等の設置及び運営に関する指針に基づ

き、女性の市政への参画、及び広く各界各層からの委員の選任を考慮する場合がある。選

考結果については、選考後速やかに、応募者全員に通知する。 
 
10 その他 
・提出された応募申込書等は、返却しない。 
・応募申込書等に記載された個人情報は公募委員の選考以外の目的に使用せず、個人情報

保護法に基づき適切に取り扱う。 
・成田市防犯まちづくり推進協議会の委員名簿（氏名）及び会議は、原則公開する。 
・会議に出席した場合、条例に定められた報酬を支給する。 

 
11 問い合わせ先（提出先） 

成田市市民生活部交通防犯課 
〒２８６－８５８５ 成田市花崎町７６０番地 
電   話 ０４７６－２０－１５２７ 
Ｆ  Ａ  Ｘ ０４７６－２４－２８５８ 
メ  ー  ル kotsu@city.narita.chiba.jp 
電 子 申 請 https://logoform.jp/form/kR3j/1043237 

 


